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(57)【要約】
【課題】各押圧手段によって押圧された粘性液体が流入
する複数の室の内圧を均一することができる一方向性ロ
ータリーダンパを提供する。
【解決手段】本発明は、各押圧手段（４ａ，４ｂ又は５
ａ，５ｂ）が一方向に回転したときに、各押圧手段（４
ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ）によって押圧される粘性液体
を収容する複数の室（６ａ，６ｂ）間で粘性液体の流通
を可能にする流路は設けずに、そのときに、各押圧手段
（４ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ）によって押圧された粘性
液体が流入する複数の室（７ａ，７ｂ）間でのみ粘性液
体の流通を可能にする流路（１０）を設けたことを特徴
とする。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体ケース内に設けられる軸部材と、前記本体ケース内に充填される粘性液体と、前記
本体ケース内に設けられ、前記軸部材を中心として回転することによって前記粘性液体を
押圧する複数の押圧手段と、各押圧手段が一方向に回転して前記粘性液体を押圧したとき
に生じる前記粘性液体の抵抗よりも、各押圧手段が逆方向に回転して前記粘性液体を押圧
したときに生じる前記粘性液体の抵抗を小さくさせる制御機構とを備えるロータリーダン
パであって、
　各押圧手段が一方向に回転したときに、各押圧手段によって押圧される前記粘性液体を
収容する複数の室間で前記粘性液体の流通を可能にする流路は設けずに、そのときに、各
押圧手段によって押圧された前記粘性液体が流入する複数の室間でのみ前記粘性液体の流
通を可能にする流路を設けたことを特徴とするロータリーダンパ。
【請求項２】
　前記本体ケースの開口部を閉塞し、各押圧手段が回転するときに、各押圧手段が摺接す
る底面を有する蓋部材を備え、前記流路が、前記本体ケース、前記軸部材又は前記蓋部材
に設けられていることを特徴とする請求項１記載のロータリーダンパ。
【請求項３】
　前記本体ケースの開口部を閉塞する蓋部材と、各押圧手段と前記蓋部材との間に設けら
れ、各押圧手段が回転するときに、各押圧手段が摺接する底面を有する中間部材とを備え
、前記流路が、前記中間部材に設けられていることを特徴とする請求項１記載のロータリ
ーダンパ。
【請求項４】
　前記軸部材が中空であり、前記流路が、前記軸部材の中空部分を迂回した態様で設けら
れていることを特徴とする請求項１記載のロータリーダンパ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概してロータリーダンパに関し、より詳細には、一方向性ロータリーダンパ
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、本体ケース内に設けられる軸部材と、前記本体ケース内に充填される粘性液体と
、前記本体ケース内に設けられ、前記軸部材を中心として回転することによって前記粘性
液体を押圧する複数の押圧手段とを備えるロータリーダンパが知られている。この種のロ
ータリーダンパは、各押圧手段が粘性液体を押圧することによって生じる粘性液体の抵抗
を利用して制御対象物の動作速度を減速させるものである。また、この種のロータリーダ
ンパの中には、各押圧手段が一方向に回転するときに生じる粘性液体の抵抗と、各押圧手
段が逆方向に回転するときに生じる粘性液体の抵抗に差がある一方向性のものがある。
【０００３】
　一方向性ロータリーダンパは、各押圧手段が軸部材を中心として一方向に回転して粘性
液体を押圧したときに生じる粘性液体の抵抗よりも、各押圧手段が軸部材を中心として逆
方向に回転して粘性液体を押圧したときに生じる粘性液体の抵抗を小さくさせる制御機構
を備えている。例えば、下記特許文献１には、押圧手段として機能する２つのベーンが軸
部材として機能する回転軸を中心として一方向に回転したときに粘性液体が通過できない
ように閉鎖され、各ベーンが回転軸を中心として逆方向に回転したときに粘性液体が通過
できるように開放される還流溝と、該還流溝の開閉を行う突起とを備えて構成される制御
機構が記載されている。
【０００４】
　一方向性ロータリーダンパでは、一般に、各押圧手段が一方向に回転したときに、各押
圧手段によって押圧された粘性液体が流入する複数の室の内圧が均一になるように設計さ
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れる。しかしながら、実際には、これらの室の内圧に差が生じることがある。このような
現象は、例えば、本体ケースと各押圧手段との間に形成される隙間の大きさにばらつきが
ある場合に生じる。このような現象が生じた場合には、制動特性にばらつきが生じたり、
軸部材の位置がずれて、軸部材がＯリングなどのシール部材を過剰に圧迫し、粘性液体の
漏れを引き起こしたりする問題が生じる。
【特許文献１】特開２０００－１２０７４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、本体ケース内において、様々な箇所に形成される隙
間の大きさにばらつきがある場合でも、各押圧手段が一方向に回転したときに、各押圧手
段によって押圧された粘性液体が流入する複数の室の内圧を均一することができるロータ
リーダンパを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下のロータリーダンパを提供する。
　１．本体ケース（１）内に設けられる軸部材（３）と、前記本体ケース（１）内に充填
される粘性液体と、前記本体ケース（１）内に設けられ、前記軸部材（３）を中心として
回転することによって前記粘性液体を押圧する複数の押圧手段（４ａ，４ｂ又は５ａ，５
ｂ）と、各押圧手段（４ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ）が一方向に回転して前記粘性液体を押
圧したときに生じる前記粘性液体の抵抗よりも、各押圧手段（４ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ
）が逆方向に回転して前記粘性液体を押圧したときに生じる前記粘性液体の抵抗を小さく
させる制御機構とを備えるロータリーダンパであって、
　各押圧手段（４ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ）が一方向に回転したときに、各押圧手段（４
ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ）によって押圧される前記粘性液体を収容する複数の室（６ａ，
６ｂ）間で前記粘性液体の流通を可能にする流路は設けずに、そのときに、各押圧手段（
４ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ）によって押圧された前記粘性液体が流入する複数の室（７ａ
，７ｂ）間でのみ前記粘性液体の流通を可能にする流路（１０）を設けたことを特徴とす
るロータリーダンパ。
　２．前記本体ケース（１）の開口部を閉塞し、各押圧手段（４ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ
）が回転するときに、各押圧手段（４ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ）が摺接する底面を有する
蓋部材（２）を備え、前記流路（１０）が、前記本体ケース（１）、前記軸部材（３）又
は前記蓋部材（２）に設けられていることを特徴とする前記１記載のロータリーダンパ。
　３．前記本体ケース（１）の開口部を閉塞する蓋部材（２）と、各押圧手段（４ａ，４
ｂ又は５ａ，５ｂ）と前記蓋部材（２）との間に設けられ、各押圧手段（４ａ，４ｂ又は
５ａ，５ｂ）が回転するときに、各押圧手段（４ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ）が摺接する底
面を有する中間部材（１１）とを備え、前記流路（１０）が、前記中間部材（１１）に設
けられていることを特徴とする前記１記載のロータリーダンパ。
　４．前記軸部材（３）が中空であり、前記流路（１０）が、前記軸部材（３）の中空部
分（３ａ）を迂回した態様で設けられていることを特徴とする前記１記載のロータリーダ
ンパ。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、各押圧手段（４ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ）が一方向に回転したときに
、各押圧手段（４ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ）によって押圧された粘性液体が流入する複数
の室（７ａ，７ｂ）間でのみ粘性液体の流通を可能にする流路（１０）が設けられている
ため、各押圧手段（４ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ）が一方向に回転したときに、これらの室
（７ａ，７ｂ）の内圧を均一にすることが可能になる。したがって、本体ケース（１）内
において、様々な箇所に形成される隙間の大きさにばらつきがある場合でも、制動特性の
ばらつきを抑制することができ、また、軸部材（３）の位置がずれて軸部材（３）がシー



(4) JP 2010-48386 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

ル部材（１２）を過剰に圧迫すること及びそれにより粘性液体の漏れが生じることを防止
することもできる。
　また、本発明によれば、各押圧手段（４ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ）が一方向に回転した
ときに、各押圧手段（４ａ，４ｂ又は５ａ，５ｂ）によって押圧される粘性液体を収容す
る複数の室（６ａ，６ｂ）間で粘性液体の流通を可能にする流路が設けられていないので
、構造が簡素であり、また、流路を形成することによる構成部品の強度の低下も最小限に
抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明の一実施形態では、ロータリーダンパは、本体ケース１、蓋部材２、軸部材３、
粘性液体、押圧手段、制御機構及び流路１０を有して構成される。
【０００９】
　本体ケース１は、ケーシング又はハウジングとも呼ばれるものであり、図１～図１２に
示されている。本体ケース１は、典型的には、一端が開口し、他端が閉塞された筒状体で
あるが、これに限定されない。本体ケース１内には、軸部材３及び押圧手段が収容され、
かつ粘性液体が充填される空間１ａがある（図５、図６及び図８参照）。
【００１０】
　本体ケース１の開口部は、蓋部材２によって閉塞される（図１、図３、図４、図７、図
９及び図１１参照）。蓋部材２は、後述する複数の押圧手段が回転するときに、各押圧手
段が摺接する底面を有する（図１、図３、図４、図７、図９及び図１１参照）。
【００１１】
　軸部材３は、本体ケース１内の空間１ａの中央に位置するように設けられる（図５、図
６及び図８参照）。軸部材３は、中空であるものと中空でないもののいずれも用いること
ができる（図５及び図６参照）。本体ケース１と軸部材３は相対的に回転可能である。
【００１２】
　押圧手段は、本体ケース１内の空間１ａにおいて、本体ケース１と軸部材３との間に複
数設けられる。押圧手段は、軸部材３を中心として回転することによって粘性液体を押圧
するものである。軸部材３とともに回転し得るように、軸部材３の外周面から突出するよ
うに設けられるベーン４ａ，４ｂ（図５、図６及び図８参照）又は本体ケース１とともに
回転し得るように、本体ケース１の内周面から突出するように設けられる隔壁５ａ，５ｂ
（図５、図６及び図８参照）が押圧手段として機能し得る。すなわち、本体ケース１が回
転せず、軸部材３が回転する場合は、ベーン４ａ，４ｂが押圧部材として機能し、軸部材
３が回転せず、本体ケース１が回転する場合は、隔壁５ａ，５ｂが押圧部材として機能す
る。
【００１３】
　本体ケース１内の空間１ａは、押圧手段として機能し得るベーン４ａ，４ｂ及び隔壁５
ａ，５ｂによって仕切られ、それにより、本体ケース１内には、各押圧手段（例えば、各
ベーン４ａ，４ｂ）が一方向に回転したときに押圧される粘性液体が充填された複数の室
６ａ，６ｂと、そのときに、各押圧手段によって押圧された粘性液体が流入する複数の室
７ａ，７ｂが形成される（図５、図６及び図８参照）。
【００１４】
　制御機構は、各押圧手段が一方向に回転して粘性液体を押圧したときに生じる粘性液体
の抵抗よりも、各押圧手段が逆方向に回転して粘性液体を押圧したときに生じる粘性液体
の抵抗を小さくさせるものである。制御機構の例としては、図３、図５～図９及び図１１
に示されたものが挙げられるが、これに限定されるものではない。図３、図５～図９及び
図１１に示された制御機構は、ベーン４ａ，４ｂに形成される通路８と、該通路８を開閉
する弁体９とを有して構成される。通路８は、室６ａ，６ｂに開口する大孔部８ａと、室
７ａ，７ｂに開口する小孔部８ｂとを有して構成され、室６ａ，６ｂと室７ａ，７ｂとの
間での粘性液体の流通を可能にするものである。弁体９は、大孔部８ａ内に設けられ、粘
性液体が大孔部８ａから小孔部８ｂへ流れようとするときは通路８を閉鎖して、粘性液体
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が通路８を経由して室６ａ，６ｂから室７ａ，７ｂへ流通することを阻止する。一方、粘
性液体が小孔部８ｂから大孔部８ａへ流れようとするときは通路８を開放して、粘性液体
が通路８を経由して室７ａ，７ｂから室６ａ，６ｂへ流通することを可能にする。
【００１５】
　流路１０は、各押圧手段が一方向に回転したときに、各押圧手段によって押圧された粘
性液体が流入する複数の室７ａ，７ｂ間でのみ粘性液体の流通を可能にするものである。
流路１０は、本体ケース１、軸部材３又は蓋部材２に設けることができる（図５～図１０
参照）。なお、各押圧手段が一方向に回転したときに、各押圧手段によって押圧される粘
性液体を収容する複数の室６ａ，６ｂ間で粘性液体の流通を可能にする流路は設けられて
いない。
【００１６】
　本発明の他の実施形態では、ロータリーダンパは、中間部材１１をさらに有して構成さ
れる。中間部材１１は、各押圧手段と蓋部材２との間に設けられ、各押圧手段が回転する
ときに、各押圧手段が摺接する底面を有する（図１１参照）。この実施形態では、流路１
０が中間部材１１に設けられる（図１１及び図１２参照）。
【実施例１】
【００１７】
　図１～図５は、実施例１に係るロータリーダンパを示す図である。このロータリーダン
パは、流路１０が中空の軸部材３に設けられている。より詳細には、流路１０が、軸部材
３に形成される環状の溝１０ａと、該溝１０ａから分岐し、２つの室７ａ，７ｂにそれぞ
れ開口する溝１０ｂ，１０ｃとからなり、軸部材３の中空部分３ａを迂回した態様で設け
られている（図５参照）。
【００１８】
　本実施例に係るロータリーダンパは、以下のように動作する。すなわち、本体ケース１
が固定され、軸部材３が一方向（図５において時計回り方向）に回転した場合、押圧部材
として機能する２つのベーン４ａ，４ｂが軸部材３とともに、軸部材３を中心として一方
向に回転する。これにより、２つの室６ａ，６ｂ内の粘性液体が各ベーン４ａ，４ｂによ
って押圧される。このとき、各室６ａ，６ｂ内の粘性液体は、通路８の大孔部８ａに流れ
込むが、弁体９が通路８を閉鎖するため、通路８を経由して別の２つの室７ａ，７ｂ内へ
流入することができず、本体ケース１と各ベーン４ａ，４ｂとの間に形成される僅かな隙
間を通って各室７ａ，７ｂ内へ流入する。したがって、このときに粘性液体は大きな抵抗
を生じる。
【００１９】
　本体ケース１と各ベーン４ａ，４ｂとの間に形成される隙間の大きさにばらつきがある
場合に、各ベーン４ａ，４ｂが一方向に回転すると、各ベーン４ａ，４ｂによって押圧さ
れた粘性液体が流入する２つの室７ａ，７ｂの内圧が均一でなくなるが、本実施例では、
これらの室７ａ，７ｂ間でのみ粘性液体の流通を可能にする流路１０が設けられているた
め、これらの室７ａ，７ｂ間で粘性液体が流路１０を通って流通することにより、これら
の室７ａ，７ｂの内圧を均一にすることができる。したがって、本体ケース１内において
、様々な箇所に形成される隙間の大きさにばらつきがある場合でも、制動特性のばらつき
を抑制することができ、また、軸部材３の位置がずれて軸部材３がシール部材１２を過剰
に圧迫すること及びそれにより粘性液体の漏れが生じることを防止することもできる。
【００２０】
　各ベーン４ａ，４ｂが逆方向（図５において反時計回り方向）に回転したときには、２
つの室７ａ，７ｂ内の粘性液体が各ベーン４ａ，４ｂによって押圧される。このとき、各
室７ａ，７ｂ内の粘性液体は、通路８の小孔部８ｂに流れ込み、弁体９を弁座から離間さ
せ、通路８を開放するため、通路８を経由して別の２つの室６ａ，６ｂ内へ流入する。通
路８は、そこを流れる粘性液体に抵抗が生じないように設計されているため、このときに
生じる粘性液体の抵抗は小さい。
【実施例２】
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【００２１】
　図６は、実施例２に係るロータリーダンパを示す図である。このロータリーダンパは、
流路１０が中空でない軸部材３に設けられている。この流路１０は、軸部材３を貫通し、
かつ両端がそれぞれ２つの室７ａ，７ｂに開口する穴からなる（図６参照）。
【００２２】
　本体ケース１と各ベーン４ａ，４ｂとの間に形成される隙間の大きさにばらつきがある
場合には、各ベーン４ａ，４ｂが一方向（図６において時計回り方向）に回転すると、各
ベーン４ａ，４ｂによって押圧された粘性液体が流入する２つの室７ａ，７ｂの内圧が均
一でなくなるが、本実施例でも、実施例１と同様に、これらの室７ａ，７ｂ間でのみ粘性
液体の流通を可能にする流路１０が設けられているため、これらの室７ａ，７ｂ間で粘性
液体が流路１０を通って流通することにより、これらの室７ａ，７ｂの内圧を均一にする
ことができる。
【実施例３】
【００２３】
　図７及び図８は、実施例３に係るロータリーダンパを示す図である。このロータリーダ
ンパは、流路１０が本体ケース１に設けられている。より詳細には、流路１０が、本体ケ
ース１に形成される環状の溝１０ｅと、該溝１０ｅから分岐し、２つの室７ａ，７ｂにそ
れぞれ開口する溝１０ｆ，１０ｇとからなり、軸部材３の中空部分３ａを迂回した態様で
設けられている（図８参照）。
【００２４】
　本体ケース１と各ベーン４ａ，４ｂとの間に形成される隙間の大きさにばらつきがある
場合には、各ベーン４ａ，４ｂが一方向（図８において時計回り方向）に回転すると、各
ベーン４ａ，４ｂによって押圧された粘性液体が流入する２つの室７ａ，７ｂの内圧が均
一でなくなるが、本実施例でも、実施例１と同様に、これらの室７ａ，７ｂ間でのみ粘性
液体の流通を可能にする流路１０が設けられているため、これらの室７ａ，７ｂ間で粘性
液体が流路１０を通って流通することにより、これらの室７ａ，７ｂの内圧を均一にする
ことができる。
【実施例４】
【００２５】
　図９及び図１０は、実施例４に係るロータリーダンパを示す図である。このロータリー
ダンパは、流路１０が蓋部材２に設けられている。より詳細には、流路１０が、蓋部材２
に形成される環状の溝１０ｈと、該溝１０ｈから分岐し、２つの室にそれぞれ開口する溝
１０ｉ，１０ｊとからなり、軸部材３の中空部分３ａを迂回した態様で設けられている（
図９及び図１０参照）。
【００２６】
　本体ケース１と各ベーン４ａ，４ｂとの間に形成される隙間の大きさにばらつきがある
場合には、各ベーン４ａ，４ｂが一方向に回転すると、各ベーン４ａ，４ｂによって押圧
された粘性液体が流入する２つの室７ａ，７ｂの内圧が均一でなくなるが、本実施例でも
、実施例１と同様に、これらの室７ａ，７ｂ間でのみ粘性液体の流通を可能にする流路１
０が設けられているため、これらの室７ａ，７ｂ間で粘性液体が流路１０を通って流通す
ることにより、これらの室７ａ，７ｂの内圧を均一にすることができる。
【実施例５】
【００２７】
　図１１及び図１２は、実施例５に係るロータリーダンパを示す図である。このロータリ
ーダンパは、流路１０が中間部材１１に設けられている。より詳細には、流路１０が、中
間部材１１に形成される環状の溝１０ｋと、該溝１０ｋから分岐し、２つの室７ａ，７ｂ
にそれぞれ開口する穴１０ｍ，１０ｎとからなり、軸部材３の中空部分３ａを迂回した態
様で設けられている（図１２参照）。
【００２８】
　本体ケース１と各ベーン４ａ，４ｂとの間に形成される隙間の大きさにばらつきがある
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場合には、各ベーン４ａ，４ｂが一方向に回転すると、各ベーン４ａ，４ｂによって押圧
された粘性液体が流入する２つの室７ａ，７ｂの内圧が均一でなくなるが、本実施例でも
、実施例１と同様に、これらの室７ａ，７ｂ間でのみ粘性液体の流通を可能にする流路１
０が設けられているため、これらの室７ａ，７ｂ間で粘性液体が流路１０を通って流通す
ることにより、これらの室７ａ，７ｂの内圧を均一にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】実施例１に係るロータリーダンパを示す平面図である。
【図２】実施例１に係るロータリーダンパを示す正面図である。
【図３】図１におけるＡ－Ａ部断面図である。
【図４】図１におけるＢ－Ｂ部断面図である。
【図５】図３におけるＣ－Ｃ部断面図である。
【図６】実施例２に係るロータリーダンパを示す断面図である。
【図７】実施例３に係るロータリーダンパを示す断面図である。
【図８】図７におけるＤ－Ｄ部断面図である。
【図９】実施例４に係るロータリーダンパを示す断面図である。
【図１０】図９におけるＥ－Ｅ部断面図である。
【図１１】実施例５に係るロータリーダンパを示す断面図である。
【図１２】図１１におけるＦ－Ｆ部断面図である。
【符号の説明】
【００３０】
　１　本体ケース
　２　蓋部材
　３　軸部材
　３ａ　中空部分
　４ａ，４ｂ　ベーン
　５ａ，５ｂ　隔壁
　６ａ，６ｂ，７ａ，７ｂ　室
　８　通路
　８ａ　大孔部
　８ｂ　小孔部
　９　弁体
　１０　流路
　１０ａ～１０ｃ，１０ｅ～１０ｇ，１０ｈ～１０ｋ　溝
　１０ｍ，１０ｎ　穴
　１１　中間部材
　１２　シール部材
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【図１０】
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